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■つくば霞ヶ浦りんりんルート（ガイドライン適用区間） 
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（１）基本方針 

前述した目的を踏まえ、利用者の満足度を意識した整備を実現するために、以
下の方針に基づき整備を進める。 

１．趣旨と使い方を明示したハード整備の基準となる指針の整理 

２．関係自治体・民間等が共有できる基本方針の設定 

３．統一的なデザインによるサイクリング環境の価値向上 

４．利用者の満足度を高めるための拠点施設の充実 

 
サイクリング環境の整備にあたっては、国の「安全で快適な自転車利用環境創

出ガイドライン（平成 28 年 7 月策定、令和 6 年６月改定）」を踏まえるととも
に、「案内標識等の整備」と「拠点施設の整備」については、先行して策定された
「水郷筑波サイクリング環境整備事業 自転車走行環境ガイドライン（平成 28
年 10 月）」を踏まえつつ、利用者の満足度を意識して、以下の方針に基づき、取
組を実施する。 

 
■自転車通行環境の整備に関すること 

・ 広域サイクリングを対象とした、セグメント（レベル）に合った多彩なサイク

ルコースの整備推進 

・ モデルルート（幹線コース）に位置付けるための自転車利用環境の整備や危険

箇所対策の推進 
 

■案内標識等の整備に関すること 

・ ビギナーや当県を初めて訪れたサイクリストであっても、安全に安心してサイ

クリングを楽しむことができるよう、コース案内や注意喚起のための案内標識

等の充実に取り組む 

・ 案内標識等については、外国人も含めたすべての人に伝わるよう、多言語化や

ルールがひと目で分かるユニバーサルデザインへの対応に取り組む 
 

■拠点施設の整備に関すること 

・ 安心してサイクリングを楽しんでもらうため、一定規模の駐車場を有した施設

や鉄道駅等の拠点施設を中心として、サイクリストのニーズを満たす高い水準

の機能を持つ施設を整備する 

・ 既存施設の機能充実を図るとともに、理想的な間隔となるように拠点施設を配

置する 

１-３ ガイドラインの方針 
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（2）段階整備の考え方 

「誰もが多様にサイクリングを楽しむことができる、日本一のサイクリング環境
の構築」を実現するためには、効果的なものから先行的に着手し、着実に整備を進
めて行くことが重要となる。 

そこで、サイクリング環境の構築にあたり、整備の熟度を示すレベルを定め、段
階的に整備を行っていくものとする。 

 

●レベル１：わかりやすくしっかりした道案内 

・ 利用者がコースを迷わずにサイクリングを楽しむことができるように、コース案

内標識等を設置する。 
 

 

●レベル２：安全で快適に通行できる環境づくり 

・ 利用者の安全性を確保するために、正しい通行位置の案内・危険個所での注意喚

起の警戒・指示標識等を設置する。 

・ 利用者が快適にサイクリングを楽しむために、観光・拠点施設への案内標識等を

設置する。 
 

 

●レベル３：日本一のサイクリング環境を目指した整備 

・ サイクリングコースのさらなる充実を図るために、案内・指示・警戒に関する全

ての標識等の整備を進める。 
 

（3）維持管理の考え方 
維持管理については、維持管理台帳による管理の一元化を図るとともに、職員等

による巡視を定期的に行い、自転車走行環境の保全維持に努めることとする。 
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（1）利用環境整備の基本的考え方 

広域のサイクリングを対象としたネットワーク路線における自転車利用環境の
充実、危険箇所対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典「いばらき自転車活用推進計画」（第 2次） 
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1-4 ガイドラインの対象とする 
利用環境整備のイメージ 


